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自治会活動保険事故処理事務フロー

事故発生

電話 　電話で、町村役場担当課へ連絡をしてください。

写真 　物品破損の場合は、必ず写真を撮ってください。

記録 　別紙速報に必要事項を記入してください。

速報 　事故後の状況などがある程度把握できたら、速報を直ぐに役場へ提出してくださ

　事故後4～5日後でも可。ケガの場合は受傷の程度、入院・通院の見込など。

・　事故が土日の場合　月曜日。休日の場合　直近の平日　に連絡。

　　死亡等重大な事故の場合は、速やかに役場担当者へ連絡してください。

　　役場担当者は平日日中は事故サービスセンターへ、休日及び夜間は損保ジャ

　パンホットラインへ電話連絡し、その後、速報を提出してください。

・　町村役場は、損保ジャパン事故サービスセンターへファクシミリで速報を送信して

　ださい。

証明書 　別紙証明書を作成し、町村役場担当課へ提出してください。

・　役場担当課は、証明書を損保ジャパンに送付してください。

損保ジャパン

調整 　関係者と示談・保険金請求の打ち合わせを行います。

ご本人様

請求 　ご本人様より請求書の提出をいただきます。

損保ジャパン

支払い 　保険金のお支払いをいたします。

※　事例によっては、書類が異なる場合がありますので、その都度ご協議ください。

損保ジャパン
連 絡 先

　　平日・日中　松本サービスセンター　電話0263-33-3114  FAX0263-36-9525

　　390-0874　松本市大手3-4-5　大手ビル2Ｆ　損保ジャパン松本ｻｰﾋﾞｽセンター

　　　　　　　　　　長野サービスセンター　電話026-235-8021（松本SCにつながらない場合。）

　　休日・夜間　損保ジャパンホットライン　電話0120-727-110

（株）千里
　　平日・日中　長野営業所　電話026-224-0711　FAX026-225-9375

    380-0935　長野市大字中御所岡田町166-1　森ビル203

電話報告後、直ぐに
自治会活動保険　事
故発生速報を記入の
上役場総務課までお
持ちください。
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